
簡単!
便利!!

▲詳細はこちら

令和8 年1 月14日（水）から
役場庁舎の開庁時間が変わります

住民票などの証明書は
　　　　コンビニで取得できます

変更前

◎変更のポイント
・移行期間

・本格運用（令和8年4月1日以降）
開庁時間は8時30分から17時00分までになります。
※祝日、年末年始を除いた通常開庁日

開庁時間以外は、代表電話・直通電話ともに宿日直等で対応します。

8：30～18：15
変更後

8：30～17：00

◎電話受付について

諸証明のコンビニ交付やコンビニ納付の普及、行政手続きのオ
ンライン化が進んでいる状況を背景に、職員の働き方の見直しも
踏まえて、延長していた庁舎の開庁時間を見直します。
今後もより一層の住民サービスの向上に努めていきますので、ご
理解とご協力をお願いします。

◎開庁時間見直しの背景

令和8年1月14日（水）～3月31日（火）

期　間 曜　日
月・水・金
火・木

8：30～17：00
8：30～18：15

開庁時間

※各業務に関することは、担当課へ
　直接お問い合わせください。

マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニのマルチコピー機で住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書を取
得できます。

問 住民課　戸籍係　☎22-7508

問 総務課 ☎22-1151

どうやって取得するの？

役場窓口に
　　行かなくても・・・

遅い時間でも・・・

①必要なものを準備し、コンビニに行きます

マイナンバーカード 数字４桁の
暗証番号 料金(現金)

システムメンテナンスにより、以下の日程で
コンビニ交付サービスを停止します。

・ 12月29日（月）～１月３日（土）終日
・１月24日（土）～１月25日（日）終日
・３月 9日（月）～３月23日（月）終日

②マルチコピー機で「行政サービス」を選択し、
　画面に従って操作します

証明書交付サービスを選択

マイナンバーカードをセット

各項目を選択して進む

料金を支払い取得完了！

マイナンバーカードがあれば
コンビニで取得できますよ！

利用可能時間は
午前6時～午後11時30分

！
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